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論壇
1
�
適
用
時
期
が
到
来
し
た
事
業
承
継
税

制
の
適
用
促
進

事
業
承
継
税
制
と
は
、
後
継

者
が
非
上
場
会
社
の
株
式
等
を

現
経
営
者
よ
り
相
続
又
は
贈
与

に
よ
り
取
得
し
た
場
合
に
お
い

て
「
相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税

が
猶
予
さ
れ
る
特
例
制
度
」
で

あ
る
。
平
成
25
年
度
税
制
改
正

に
よ
り
本
措
置
の
適
用
要
件
の

画
期
的
見
直
し
が
な
さ
れ
、
活

用
を
促
進
す
る
た
め
、
要
件
の

緩
和
・
負
担
の
軽
減
・
手
続
き

の
簡
素
化
等
大
幅
な
改
正
が
行

わ
れ
、
原
則
と
し
て
平
成
27
年

1
月
1
日
以
後
の
相
続
税
及
び

贈
与
税
に
適
用
さ
れ
、
本
年
が

そ
の
ス
タ
ー
ト
年
で
あ
る
。

本
税
制
は
、
創
設
以
来
、
平

成
26
年
12
月
末
ま
で
に
、
経
済

産
業
大
臣
の
認
定
件
数
は
、

「
相
続
6
3
9
件
、
贈
与
3
1

9
件
」
と
な
っ
て
い
て
、
納
税

猶
予
の
税
務
適
用
要
件
に
制
約

的
規
定
が
存
在
し
て
い
た
と
も

い
え
る
。

ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
承

継
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
、

相
続
発
生
後
の
後
継
者
争
い
を

未
然
に
防
止
す
る
等
の
観
点
か

ら
現
経
営
者
が
生
前
に
後
継
者

を
確
定
し
、
計
画
的
に
後
継
者

へ
承
継
す
る
仕
組
み
が
重
要
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
円
滑

化
法
に
規
定
す
る
「
事
前
確
認

制
度
（
円
滑
化
省
令
16
②
）」

が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
本
制

度
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

泫

経
済
産
業
大
臣
に
よ
る

事
前
確
認
制
度
認
定
は
廃

止
さ
れ
た
が
、
事
前
確
認

制
度
自
体
は
、
大
臣
の
指

導
・
助
言
の
一
環
と
し
て

存
続
し
て
い
る
。

平
成
26
年
7
月
に
東
京
商
工

会
議
所
は
、
東
京
23
区
内
の
中

小
企
業
者
が
直
面
し
て
い
る
事

業
承
継
に
関
す
る
実
態
を
把
握

し
、
そ
の
問
題
解
決
の
一
助
と

す
る
た
め
「
事
業
承
継
の
実
態

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」

を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
の
一

部
で
あ
る
が
、「
事
業
承
継
税

制
」
を
「
知
ら
な
い
」
と
答
え

た
回
答
が
4
割
に
の
ぼ
っ
た
。

ま
た
、「
事
業
承
継
税
制
の
要

件
が
多
く
制
度
が
わ
か
り
に
く

い
」
と
の
回
答
も
多
く
寄
せ
ら

れ
た
と
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
。

本
年
か
ら
適
用
さ
れ
る
、

「
緩
和
さ
れ
た
税
制
・
法
制
」

を
多
く
の
中
堅
・
中
小
企
業
が

有
効
に
活
用
し
、
事
業
の
安
定

的
継
続
が
よ
り
可
能
に
な
っ
た

新
事
業
承
継
税
制
の
適
用
企
業

の
増
加
を
進
め
る
必
要
が
あ
る

と
い
え
る
。

泫

事
業
承
継
税
制
以
外
の

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
と
い
わ
れ

る
多
岐
多
様
な
政
策
税
制

が
、
改
正
年
に
限
ら
ず
複

数
年
に
お
い
て
適
用
時
期

を
特
定
し
限
定
し
て
い
る

最
近
の
税
制
改
正
事
情
に

つ
い
て
の
「
税
理
士
業
務

の
新
対
応
」
を
起
こ
す
必

要
が
あ
る
。

2
�
事
業
承
継
税
制
の
概
要
と
適
用
要
件

＊
平
成
25
年
度
税
制
改
正
（
平
成
27
年
1
月
〜
適
用
）

事
業
承
継
税
制
と
は
、
後
継

者
は
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を

受
け
た
非
上
場
会
社
の
株
式
等

を
現
経
営
者
か
ら
相
続
又
は
贈

与
に
よ
り
取
得
し
た
場
合
に
お

い
て
、
相
続
税
・
贈
与
税
の
納

税
が
猶
予
さ
れ
る
特
例
制
度
で

あ
る
。

〈
認
定
の
要
件
〉
中
小
企
業
者

で
あ
る
こ
と
、上
場
会
社
・
風
俗

会
社
で
な
い
こ
と
、
従
業
員
が

1
名
以
上
い
る
こ
と
、
資
産
運

用
会
社
に
該
当
し
な
い
こ
と
等

〈
平
成
25
年
度
改
正
（
平
成
27

年
1
月
施
行
）〉
事
業
承
継
税

制
の
大
幅
な
緩
和
措
置
が
設
け

ら
れ
た
。

⑴

相
続
税
及
び
贈
与
税
の
納

税
制
度
の
名
称
の
変
更

改
正
前
は「
非
上
場
株
式
等
に

つ
い
て
の
贈
与
税
の
納
税
猶
予

改
正
後
は「
非
上
場
株
式
等
に

つ
い
て
の
贈
与
税
の
納
税
猶
予

及
び
免
除
。

相
続
税
及
び
贈
与
税
の
納
税

猶
予
制
度
の
活
用
促
進
を
図
る

た
め
、
名
称
変
更
に
よ
り
有
効

か
つ
適
切
な
活
用
が
な
さ
れ
る

よ
う
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
（
免

除
）
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の

と
い
え
る
。

⑵

特
例
制
度
の
適
用
要
件
等

の
緩
和

「
①
親
族
外
承
継
の
適
用

可
、
②
先
代
経
営
者
の
役
員
退

任
要
件
の
緩
和
、
③
雇
用
確
保

要
件
の
緩
和
な
ど
」

そ
の
他
「
負
担
の
軽
減
、
手

続
き
の
簡
素
化
な
ど
」
大
幅
な

見
直
し
が
行
わ
れ
、
制
度
適
用

が
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
と
な
っ
た
。

①

負
担
の
軽
減＝

納
税
猶

予
税
額
の
再
計
算
特
例
の
創
設

・
計
算
方
法
の
見
直
し
、
利
子

税
の
負
担
軽
減
な
ど
。

②

手
続
き
の
簡
素
化＝

事

前
確
認
制
度
の
廃
止
、
提
出
書

類
の
簡
略
化
、
担
保
提
供
手
続

き
の
簡
素
化
な
ど
。

③

最
も
留
意
す
る
雇
用
確

保
要
件＝

「
5
年
平
均
で
8
割
」

を
確
保
出
き
れ
ば
一
時
的
に
8

割
を
下
回
っ
て
も
納
税
猶
予
が

継
続
さ
れ
る
（
健
康
保
険
等
加

入
者
で
「
パ
ー
ト
」
等
の
非
正

規
社
員
を
除
い
て
判
定
す
る
）。

3
�
平
成
25
年
度
税
制
改
正
に
よ
る「
後
継

者
親
族
要
件
の
廃
止
」の
有
効
活
用

事
業
承
継
税
制
の
創
設
当
時

は
、
多
く
の
中
小
企
業
者
が
親

族
へ
の
承
継
を
希
望
し
て
い
た

こ
と
及
び
親
族
外
へ
の
承
継
は

有
償
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
こ
と
等
か
ら
、
本
税
制

は
、
親
族
へ
の
承
継
に
限
定
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
中
小
企

業
の
後
継
者
不
足
が
叫
ば
れ
、

有
能
な
人
材
を
広
く
登
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
円
滑
な

事
業
承
継
に
資
す
る
と
い
う
観

点
か
ら
平
成
25
年
度
税
制
改
正

に
よ
り
本
税
制
適
用
を
受
け
、

「
平
成
27
年
1
月
1
日
以
降
、

後
継
者
は
、
先
代
経
営
者
の
親

族
に
限
定
さ
れ
な
い
」
見
直
し

が
行
わ
れ
た
。

〈
親
族
外
承
継
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
〉

○

先
代
経
営
者
が
選
任
す

る
親
族
外
後
継
者
に
は
、

「
そ
の
事
業
に
勤
務
し
て
い

る
従
業
員
や
知
人
・
友
人
を

候
補
者
と
し
て
選
定
さ
れ

る
」
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

○

た
だ
し
、
先
代
経
営
者

が
生
存
中
に
親
族
外
後
継
者

に
相
続
等
が
生
じ
る
と
「
そ

の
親
族
外
後
継
者
の
親
族
が

事
業
を
承
継
」し
て
し
ま
う
。

○

平
成
27
年
度
改
正
（
以

下
4
に
記
述
）
に
よ
り
事
例

④
の
よ
う
に
初
代
経
営
者
が

第
3
者
の
後
継
者
に
「
贈

与
」
し
た
場
合
で
も
「
2
代

目
経
営
者
（
親
族
外
）」
に

納
税
猶
予
が
適
用
さ
れ
、
そ

の
後
の
「
贈
与
」
に
お
い
て

も
「
贈
与
税
の
納
税
猶
予
が

適
用
」
が
適
用
さ
れ
る
と
解

せ
ら
れ
る
。

4
�
平
成
27
年
度
税
制
改
正
に
よ
る
「
非

上
場
株
式
等
に
係
る
事
業
承
継
税
制

の
拡
充
」
の
具
体
的
内
容

経
営
者
の
高
齢
化
が
進
む

中
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の

よ
り
一
層
の
円
滑
化
を
図
る
た

め
、
2
代
目
か
ら
3
代
目
に
承

継
す
る
場
合
に
、
贈
与
税
の
納

税
義
務
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す

る
な
ど
、
事
業
承
継
税
制
を
拡

充
す
る
。

「
改
正
の
概
要
」

贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の

適
用
を
受
け
て
い
る
者（
2
代
目
）

が
3
代
目
に
対
す
る
再
贈
与
を

行
う
場
合
に
、
贈
与
税
の
納
税

義
務
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る

な
ど
、
本
税
制
を
拡
充
す
る
。

⑴

改
正
前
に
お
い
て
は
1
代

目
が
存
命
中
に
、
2
代
目
が

3
代
目
に
株
式
を
贈
与
し
た

場
合
に
は
猶
予
さ
れ
て
い
た

贈
与
税
の
納
税
義
務
が
2
代

目
に
生
じ
る
。
こ
の
た
め

「
3
代
目
へ
の
承
継
」
が
困

難
で
あ
る
と
い
え
る
。

⑵

改
正
後
は
初
代
経
営
者

（
1
代
目
）
が
存
命
中
に
、

2
代
目
へ
の
株
式
を
贈
与
し

た
場
合
に
は
、「
猶
予
さ
れ

て
い
た
贈
与
税
の
納
税
義
務

を
免
除
す
る
」
と
さ
れ
た
。

⑶

3
代
目
が
納
税
猶
予
制
度

を
活
用
し
て
再
贈
与
を
受
け

る
こ
と
。

事
業
承
継
税
制
改
正
後
の

適
用
年
に
お
け
る
対
応

平川忠雄
【上野】

事例① 初代経営者⇒（相続）2代目経営者⇒
（相続）3代目経営者＝（相続税の納税猶予）
② 初代経営者⇒（相続）2代目経営者⇒（贈
与）3代目経営者＝（贈与税の納税猶予）
③ 初代経営者⇒（贈与）2代目経営者⇒（相
続）3代目経営者＝（相続税の納税猶予）
〈Ｈ27改正事項〉
④ 初代経営者⇒（贈与）2代目経営者⇒（贈
与）3代目経営者＝（贈与税の納税猶予）
「適用要件」
＝贈与税の納税猶予制度の適用を受ける
こと
＝雇用の確保を含む5年間の事業承継を
行い、その後も株式の継続保有等を行
う

⑶ 改正事項の適用が開始された事業承継税制の納税猶予制度の適用関係
贈与税の納税猶予制度

後継者が負担すべき贈与税のうち、贈
与により取得した非上場株式等に係る
課税価額に対応する額が納税猶予され
る

「相続税・贈与税の申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続す
ることが必要。
① 雇用の8割以上を5年間平均で維持〈＊平成25年度改正（平成27年1月施行）

前は雇用の8割以上を毎年維持〉
② 後継者が代表を就任・継続して先代経営者が代表者を退任（有給役員として
残留可＝贈与時）〈＊平成25年度改正（平成27年1月施行）〉前は先代経営者
が役員を退任

③ 対象株式を継続して保有
④ 上場会社、資産管理会社、風紀関連事業を行う会社に該当しないこと
⑤ 後継者親族要件の廃止 等

相続税の納税猶予制度

後継者が負担すべき相続税のうち、相
続により取得した非上場株式等に係る
課税価額の80％に対応する額が納税猶
予される
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